
兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課

神戸市環境局事業系廃棄物対策室

姫路市市民生活局美化部産業廃棄物対策課

尼崎市環境市民局産業廃棄物対策担当

西宮市環境局環境緑化部産業廃棄物対策課

産業廃棄物を排出し、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という）を交付した事業者は、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律（以下「法」という）第１２条の３第６項に基づき、毎年６月３０日までに前年の４

月１日からその年の３月３１日までの一年間に交付したマニフェストに関する報告書を事業場ごとに作成し、

都道府県知事（政令市長）に報告する必要があります。

なお、マニフェストには「電子」と「紙」の２種類がありますが、電子マニフェストを使用した分について

は、都道府県知事（政令市長）に報告する必要はありません。

報告対象 前年４月１日～当年３月３１日の間に産業廃棄物を排出し、紙マニフェストを交付した者

提出期限 毎年６月末日（末日が土日祝日の場合は、その前日）

提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第 3 号） 
報告内容 産業廃棄物の種類、運搬委託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、並びに運

搬委託者及び処分受託者の名称、住所、許可番号等

提 出 先 県知事(各県民局)……産業廃棄物排出場所が兵庫県内（政令市所管地域除く）の場合

各政令市長 …………産業廃棄物排出場所が各政令市所管地域（神戸市、姫路市、尼崎市、西宮

市）の場合

報報告告書書のの提提出出がが必必要要でですす。。

産産業業廃廃棄棄物物管管理理票票（（ママニニフフェェスストト））にに関関すするる

産業廃棄物排出事業者の皆様へ
産業廃棄物は排出事業者自らが適正に処理することが原則ですが、その処理を産業廃棄物処理業者

に委託する場合は、マニフェストにより、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたか確

認する義務があります。
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電子マニフェストは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが、廃棄物処理法第１３条の２第１項

の規定により、環境大臣から全国で唯一の電子マニフェスト運営主体である「情報処理センター」に

指定されて運営しています。
電子マニフェストの仕組み

電子マニフェストは、排出事業者、処理業者の情報管理の合理化

につながることに加え、偽造がしにくく、都道府県等の廃棄物処

理の監視業務の合理化や不適正処理の原因究明の迅速化に役立つ

などのメリットがあります。

電子マニフェストとは、紙

マニフェストに代えて環

大臣が指定する情報処理

ンターが運営する電子情

処理ネットワークを使用

て、排出事業者・収集運搬

者・処分業者をパソコンで

ないでマニフェスト情報

報告・管理するシステムで

。 
ただし、これを使用するた

には、排出事業者、収集
運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
詳細や加入方法等については、電子マニフェストシステムを運用している（財）日本産業廃棄物処理

興センターホームページ(http://www.jwnet.or.jp)で紹介しておりますので、ご参照ください。また、（社）

庫県産業廃棄物協会において加入手続きを行うことができます。

電子マニフェストの特徴とメリット

データの透明性
マニフェスト情報は第三者である情報処理センター

がデータを管理・保存します。

管理票交付状況の行政報告が不要
電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが報

告するため所管行政庁への報告が不要です。

事務処理の効率化
マニフェスト情報を簡単な入力操作で登録・報告でき

ます。

法令遵守
システムが登録項目の入力を確認し、記載漏れをチ

ェックします。


